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欠議事日程 

第１ 議事録署名委員・会議書記の指名 

第２  

議案第 23号 農地法第 3条の規定による許可申請について（所有権移転） 

   議案第 24号 農地法第 5条の規定による許可申請について（所有権移転） 

   議案第 25号 農地法第 5条の規定による許可申請について（賃貸借権設定） 

   議案第 26号 農地法第 5条の規定による許可申請について（使用貸借権設

定） 

   議案第 27号 農業経営基盤強化促進法第 18条の規定に基づく農用地利用集

積計画について 

   議案第 28号 令和 5年度最適化活動の目標の設定等について 

    報告第 10号 農地改良届について 

    報告第 11号 農地法第 18条第 6項の規定等による合意解約通知について 

    報告第 12号 農地法第 3条の 3第 1項の届けについて 

    報告第 13号 時効取得の届けについて 

    報告第 14号 許可不要転用届について 

第３ その他 

 

  



議長（会長） それではただ今より令和 5 年第 4 回総会を開催致します。本日

は 14名中 14 名出席ですので総会は成立しています。本日は議題 6件、報告事

項 5 件となっております。審議に入る前に、農林水産課 農政係より農業経営

基盤強化促進法等の一部改正についてご報告をお願いします。 

 

農林水産課 農政係より、農業経営基盤強化促進法等の一部改正について報告 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 審議に入る前に、令和 5 年第 3 回総会におきまして議決しました議案第

20号 別段面積の廃止について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 前回令和 5年第 3回総会におきまして議案第 20号 別段面積の廃止について

議論させて頂きました。下限面積及び別段面積の廃止により今後初めて農地を

取得される申請者等に対して、法的に営農計画書を求めることが出来るのか議

論がありましたので確認したところ、農地法第 3 条の営農計画書については法

律で定めた書類では無く、必ず求めるものでは無いとのことでした。審議する中

で必要ならば営農計画書もしくは耕作計画書を提出してもらい審議していきた

いと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。 

 

委員 新規参入される方で問題になりやすいのが水利権の問題です。地元とし

ては勝手に水を使われては困るわけです。農地を取得される方も水が使えない

となるとお互いに困るので、水利権について理解してもらうよう農地法第 3 条

の要件の中に入れてもらいたい。 

 

事務局 農地法第 3 条の様式の中に周囲との調和要件は今もありますが、新規

参入者にはより一層丁寧に説明していきたいと思います。 

 

議長 この件につきまして外に御意見、御質問はありませんか。よろしいでしょ



うか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

 

議長 それでは審議に入りたいと思います。議案第 23号 農地法第 3条の規定

による農地等の所有権移転許可申請について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

議案第 23号 農地法第 3条の規定による農地等の所有権移転許可申請につい

てです。 

 

2件です。 

 

受付番号 1 

（譲渡人）荒尾市四ツ山町 1丁目の個人 

（譲受人）熊本県玉名市天水町小天の個人 

（土地の所在地）川登の畑、面積 2,208㎡ 外 1筆 合計 4,865㎡ 

（譲渡理由）贈与による 

（譲受理由）贈与による 

 

 申請地に隣接する西側の農地は譲受人が所有し、親子 4 人で現在耕作されて

いるみかん山になります。申請地の一筆が筆界未定地となっておりますが、段差

があり以前から両所有者の間でここを筆の境ということで共通認識されており、

支障はないとのことで確認をしております。 

現地の状況ですが、随分木が茂った状態で、取得後はすぐに着手することは難

しいとのことですが、木を伐採される計画であり、譲受人の息子が後を継ぐこと

も決まっており、違う品種も増やしていき、徐々に規模を拡大していくことを計

画されています。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が、基準に適合するか否かを検討した

結果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

受付番号 2 

（譲渡人）荒尾市本井手の個人 

（譲受人）荒尾市本井手の個人 

（土地の所在地）上井手の畑、面積 969㎡ 



（譲渡理由）労力不足 

（譲受理由）経営拡張 

 

 譲受人は 8 反ほど農地を所有されており、長男と甥と一緒に米、白菜、玉ね

ぎ、大根などの作物を耕作されており、申請農地でも同様に野菜等を耕作される

予定です。 

現地の状況ですが、ここ数年は何も耕作されておらず、雑草が生え荒れた状態

となっておりますが、除草等をされ、耕作されるものです。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が、基準に適合するか否かを検討した

結果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

議案第 23号 農地法第 3条の規定による農地等の所有権移転許可申請につい

ては以上です。御審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 ありがとうございました。それでは、この件について担当委員は説明をお

願いします。 

 

受付番号 1 委員 

現地を確認しましたが大変荒れています。時間をかけてきれいにしていただけ

たらいいかと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは許可することに決定します。 

 

受付番号 2 委員 

現地は荒れていますが耕作はできると思います。申請地の奥には譲受人の農地

もあり問題は無いと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 



 

議長 それでは許可することに決定します。続きまして、議案第 24号 農地法

第 5 条の規定による農地等の所有権移転許可申請について事務局から説明をお

願いします。 

 

（事務局説明） 

議案第 24号 農地法第 5条の規定による農地等の所有権移転許可申請につい

てです。 

 

5件です。 

 

受付番号 1 

（譲渡人）荒尾市宮内出目の個人 

（譲受人）荒尾市宮内出目の法人 

（土地の所在地）宮内出目の畑、面積 110㎡ 

（転用目的）駐車場で、第 3種農地 

 

 申請地は譲受人が代表者である法人の隣接地です。申請地は先代から駐車場

として使用されており、少なくとも昭和 55 年には現在の状態であることから、

始末書の添付がなされております。 

 当時の貸人は死亡しており、譲渡人は平成 14年に相続を受けたものです。今

回譲受人に所有権移転登記をしようとした際に、申請地が農地であることを認

識したため本申請に至ったとのことです。 

 申請地は駐車場として鉄骨造車庫があり、現状のまま来客用 4 台分として使

用される計画です。給水は無く、雨水は自然浸透、生活雑排水・汚水は発生しな

い計画です。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が基準に適合するか否かを検討した結

果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

受付番号 2 

（譲渡人）荒尾市高浜の個人 

（譲受人）荒尾市増永の個人 

（土地の所在地）高浜の畑、面積 456㎡ 

（転用目的）一般住宅で、第 2種農地 

 

 申請地の周囲は農地と宅地が混在している地域で、南側には太陽光発電設備



があります。 

現地の状況ですが、申請地は道路側と高低差があり、一部が削られて法面とな

っています。この法面を拡張して進入路として利用される計画です。申請地の西

側北側が農地であるため、境界部分にはコンクリートブロック等の建設を検討

しており、農地に影響が無いよう対応されるということです。 

申請地は木造 1 階建ての一般住宅 1 棟、駐車場 2 台、庭及び進入路として使

用される計画です。給水は市の上水道より、雨水は浸透桝を設置して浸透処理、

生活雑排水・汚水は合併浄化槽で浄化して道路側溝に排水される計画です。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が基準に適合するか否かを検討した結

果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

受付番号 3 

（譲渡人）荒尾市荒尾の個人 

（譲受人）荒尾市東屋形一丁目の法人 

（土地の所在地）荒尾の畑、面積 351㎡ 

（転用目的）宅地分譲・建売住宅で、第 3種農地 

 

 申請地は道路側との高低差がある部分に擁壁があり、申請地内には一部コン

クリートブロックがあります。申請地は平成 15 年 10 月 6 日付けで農地法第 5

条に基づき一般住宅の建設を目的として許可をしています。その後譲渡人（当時

の譲受人）に所有権移転されているものの、住宅建設は実行されず現在に至りま

す。当初は譲渡人の子の住宅建設を将来的に行うべく取得されたものですが、住

宅建設をするに至らなかったものであり、その経過を記載した経過書が提出さ

れております。 

 申請地は 1筆を分割しまして宅地分譲 1区画と、建売住宅 1 棟、駐車場 2台

及び庭として使用される計画です。給水は市の上水道より、宅地分譲地の雨水は

自然浸透、建売住宅の雨水は浸透桝にて浸透処理されます。生活雑排水・汚水は

下水道に接続される計画です。申請地と隣接道路との間に擁壁がありますが、こ

れは撤去されてスロープを設置される計画です。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が基準に適合するか否かを検討した結

果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

受付番号 4 

（譲渡人）荒尾市一部の個人 

（譲受人）荒尾市増永の個人 

（土地の所在地）一部の畑、面積 304㎡ 



（転用目的）資材置場で、第 3種農地 

 

 申請地の西側隣接地は令和 4年第 12回総会において、個人住宅の建設を目的

として転用許可しており用途地域内の第 3 種農地です。申請地の南側に一部宅

地がありますが、今回これも併せて譲受人が取得されるものです。 

 現地の状況ですが、既に宅地の一部として利用されていることから始末書の

添付がなされております。経過としましては、昭和 31年に譲渡人による自宅建

設の際に一部が申請地側に越境し、また自宅の一部として使用している現状で

す。隣接地に耕作されている農地はない状況です。併せて取得される住宅は、貸

家として使用される計画です。 

 譲受人は個人で水道設備工事業を営んでおり、資材置場として山砂、クラッシ

ャーラン、パイプ等の置場及び工事用車両駐車場として使用される計画です。給

水は無く、雨水は自然浸透、生活雑排水・汚水は発生しない計画です。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が基準に適合するか否かを検討した結

果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

受付番号 5 

（譲渡人）荒尾市野原の個人 

（譲受人）玉名市立願寺の法人 

（土地の所在地）野原の畑、面積 81㎡ 

（転用目的）通路で、第 2種農地 

 

 申請地の北側隣接地は譲受人の所有地（登記地目は山林と雑種地）があり、登

記地目が雑種地の土地が進入路でありますが、転回スペースが狭いため申請地

の取得申請がなされたものです。 

現地の状況ですが、現在申請地に隣接する山林は木の伐採が行われていて譲

受人が開発を計画しており、将来的に住宅地等として販売をされる計画です。進

入路となる部分から申請地にて転回をして、山林側に通行されるという計画で

す。 

申請地は進入路の転回箇所として整備され、整地と砕石を敷かれる計画です。

給水及び生活雑排水・汚水は発生しない計画で、雨水は申請地の北側へ流れる様

に勾配を取り、敷地内で処理を行う計画です。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が基準に適合するか否かを検討した結

果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

議案第 24号 農地法第 5条の規定による農地等の所有権移転許可申請につい



ては以上です。御審議の程よろしくお願いします。 

  

議長 ありがとうございました。それでは、この件について担当委員は説明をお

願いします。 

 

受付番号 1 委員  

既に駐車場として使用されており、車庫も建っている状態でした。周りに耕作地

もありません。始末書の添付もあり問題無いと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは許可することに決定します。 

 

受付番号 2 委員  

周囲に耕作をされる農地は無いため、問題無いと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは許可することに決定します。 

 

受付番号 3 委員  

道を挟んで左右に農地がありましたが住宅地の中なので問題無いと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは許可することに決定します。 

 



受付番号 4 委員  

既に駐車場として使用されています。東側は道路で西側は納骨堂なので問題無

いと思います。譲渡人は、申請時点では御存命でしたが、残念ながらその後亡く

なられ、現在は兄弟が所有されているそうです。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは許可することに決定します。 

 

受付番号 5 委員  

周囲に耕作をされる農地は無いため、問題無いと思います。ただ少し入口が狭い

ので広げる方向でいくのかなと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは許可することに決定します。続きまして、議案第 25号 農地法

第 5条の規定による農地等の賃貸借権設定許可申請についてご説明します。 

 

1件です。 

 

受付番号 1 

（貸出人）荒尾市増永の個人 外 4名 

（借受人）熊本市北区植木町植木の法人 

（土地の所在地）荒尾の田、面積 969㎡ 外 5筆 合計 4,226㎡ 

（転用目的）店舗で、第 2種農地 

 

 申請地である農地 6筆と農地以外の土地を合わせて事業地とされる計画です。 

現地の状況ですが、一部のみ耕作され、残りは管理されている状況です。また

水路の部分は、占用許可申請をされて進入される計画です。現在駐車場となって

いる部分の土地も併せて事業地として使用される計画です。 



 借受人は昭和 55年よりディスカウントストアとして事業展開を県内でしてお

ります。荒尾市内での出店を検討する中で、荒尾市中心部にも近いことなどから

この土地に申請に至ったということです。店舗１棟、駐車場 74台、通路として

使用される計画で、占用される水路、都市計画法に基づく緑地も設けられる計画

となっております。給水は市の上水道より、生活雑排水・汚水は下水道に接続さ

れる計画で、雨水は浸透桝を設置し浸透処理する計画です。オーバーフロー水は

北側、南側の 2 つの水路へ排出される計画です。事業地の北側部分に占有申請

される水路がありますが橋を設けて進入路とする計画です。現状公衆用道路の

部分は、公共財産の払い下げを受けて借受人に貸し出す計画です。払い下げを受

けるのは公衆用道路の南側に隣接する農地の所有者 3 名です。中央に店舗があ

りまして周囲に駐車場と通路、南側に緑地として芝を張られる計画です。 

今回審議して許可することに決定頂きますと、3,000㎡を超える案件であるこ

とから農地法等の規定に基づき、その後県農業会議の常設審議委員会にて審議

し、意見を聞いた後に、都市計画法に基づく開発許可と合わせて許可書発行の流

れとなっております。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が基準に適合するか否かを検討した結

果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

議案第 25号 農地法第 5条の規定による農地等の賃貸借権設定許可申請につ

いては以上です。御審議の程よろしくお願いします。 

  

議長 ありがとうございました。それでは、この件について担当委員は説明をお

願いします。 

 

 

受付番号 1 委員  

申請地は農地と接している部分は全くありませんでした。隣接道路より同じか

少し上がるくらいの物件で、出入口が 3 ケ所、入口のみの部分と出入口が 2 ケ

所あります。浸透桝は 5 基設置し排水する計画です。東側の方の農地には水は

流れないということでした。問題無いと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 



議長 それでは許可することに決定します。続きまして、議案第 26号 農地法

第 5条の規定による農地等の使用貸借権設定許可申請についてご説明します。 

 

1件です。 

 

受付番号 1 

（貸出人）荒尾市平山の個人  

（借受人）荒尾市川登の個人 

（土地の所在地）平山の畑、面積 3,699㎡のうち 291㎡ 

（転用目的）一般住宅で、第 2種農地 

 

 貸出人と借受人は祖父と孫の関係です。申請地の隣接地は貸出人の自宅で、貸

出人の農地の一部について申請されるものです。 

現地の状況ですが、隣接道路側からはフェンスに囲われており内部は見えな

い状況です。申請地には貸出人の自宅内を通らないと進入できない状況ですが、

転用事業に伴ってフェンスを撤去して住宅の建設をされる計画です。木が生え

ている状態でしたが伐採されるということです。 

 申請は木造平屋建ての一般住宅 1棟、駐車・転回スペース、庭として使用され

る計画です。給水は市の上水道より、雨水は地下浸透により処理し、処理しきれ

ない分に関しては雨水集水桝によりろ過の上、西側市道側溝へ排水される計画

です。生活雑排水・汚水は、合併浄化槽にて処理後、雨水集水桝に接続し西側市

道側溝へ排水される計画です。 

審査基準の項目ごとに記載された内容が基準に適合するか否かを検討した結

果、特段問題となる項目はありませんでした。 

 

議案第 26号 農地法第 5条の規定による農地等の使用貸借権設定許可申請に

ついては以上です。御審議の程よろしくお願いします。 

  

議長 ありがとうございました。それでは、この件について担当委員は説明をお

願いします。 

 

受付番号 1 委員  

周囲に家があり問題無いと思いますが、出入りするのにカーブがあるので気を

付けて通行して頂ければ問題無いと思います。 

 

議長 ありがとうございました。この件につきまして御意見、御質問はありませ



んか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは許可することに決定します。続きまして、議案第 27号 農業経

営基盤強化促進法第 18条の規定に基づく農用地利用集積計画について事務局か

ら説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 議案第 27 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定に基づく農用地利用集

積計画についてです。今回は、令和 5年 4月 14日公告予定です。今回が 4回目

の利用集積計画となっております。2件の受付で所有権移転の田が 2,294㎡、畑

が 3,264㎡となっております。第 1回からの合計は 44,060㎡となっております。 

 

1件目  

（譲渡人）荒尾市金山の個人 

（譲受人）荒尾市金山の個人 

（所有権を移転する土地）金山の畑 面積 3,264㎡ 

 

利用目的は野菜で、対価は 1,000,000円です。 

 

2件目 

（譲渡人）荒尾市牛水の個人 

（譲受人）荒尾市牛水の個人 

（所有権を移転する土地）牛水の田 面積 2,294㎡ 

 

利用目的は水稲で、対価は 1,000,000円です。 

 

議案第 27 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定に基づく農用地利用集

積計画については以上です。御審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 ありがとうございました。それでは、この件について御意見、御質問はあ

りませんか。よろしいでしょうか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 



議長 それでは許可することに決定します。続きまして、議案第 28号 令和 5

年度最適化活動の目標の設定等について事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 議案第 28号 令和 5年度最適化活動の目標の設定等についてです。昨年度ま

では毎年 6 月に農業委員会に関する法律に基づいて、農業委員会の事務実施状

況の向上ということで報告を行ってまいりました。今年度から目標設定の報告

は 6 月ではなく 4 月末までに変更になりました。荒尾市の農業委員会の状況や

最適化活動の目標、遊休農地の状況、新規参入者の人数、最適化活動の活動目標

など記載するようになっております。数値につきましては農業センサスからの

引用や農林水産課が把握しているものから引用し記載しております。今回の議

案において審議後に、4月末までにホームページにて公表する計画です。 

 

議案第 28号 令和 5年度最適化活動の目標の設定等については以上です。御

審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 ありがとうございました。それでは、この件について御意見、御質問はあ

りませんか。 

 

―（ 「はい」の声あり ）― 

 

議長 それでは本件について決定します。これで本日の審議は終わりました。報

告事項について事務局より一括で説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

報告第 10号 農地改良届について 3件 

報告第 11号 農地法第 18条第 6項の規定等による合意解約通知について 4件 

報告第 12号 農地法第 3条の 3第 1項の届けについて 1件 

報告第 13号 時効取得の届けについて 2件 

報告第 14号 許可不要転用届について 2件 

 

議長 ありがとうございました。審議はありませんが、御意見、御質問を受付け

ます。何かございませんか。 

 

―（ 「なし」の声あり ）― 

 



議長 それでは本日の議案はすべて終了しました。事務局から何かありません

か。 

 

事務局より事務連絡 

 〇農地意向カードについて 

 〇農業経営基盤強化促進法第 18条の規定に基づく農用地利用権設定について 

 〇活動記録簿について 

 〇農地利用最適化交付金について 

 〇農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬改定について 

 〇令和 5年第 5回荒尾市農業委員会総会の開催場所の変更について 

 

議長 ありがとうございました。他に何かございませんか。 

 

―（ 「なし」の声あり ）― 

 

議長 それでは、これをもちまして令和 5年第 4回総会を終了します。 

 


